
令和７年度 あつぎ暮らし応援事業 対象物早見表

主な対象・対象外一覧 レシート、領収書、支払いが分かる書類は合算できます。

行 名称 備考

背景が無色 ○ 対象です

背景がグレー × 対象外です

背景が黄色 △ 場合によっては対象外です

印紙 × 換金性が高いため

飲食代(飲食店、カフェ、居酒屋など) ○ テイクアウト、出前も含む

衣類、家具等の家庭用品の購入 〇

映画の鑑賞券 〇

お米券 × 換金性が高いため

お酒 ○

福祉施設内の購買等の購入 〇

音楽ソフト(CD,DVD)の購入代 ○

温泉施設の利用料 ○ 入湯税は除く

外貨証券との換金 × 消費喚起につながらないため

介護保険サービス × 法令等で対象にできないため

回数券 × 換金性が高いため

家屋購入 × 資産性が高いため

ガス代(都市ガス、LPガス) ○

家電製品(テレビ・電子レンジ等)の購入 ○

ガソリン代 ○

借入債務の支払いに係る支払証明書 × 消費喚起につながらないため

官製はがき代 × 換金性が高いため

切手代 × 換金性が高いため

切符代 × 換金性が高いため

灸（きゅう）治療代 △ 保険適用の施術は対象外

給排水設備の工事費 ○

金券類に該当するもの × 換金性が高いため

薬代(市販薬のみ) △ 処方箋は対象外

国への支払い × 消費喚起につながらないため

軽油代 ○

クリーニング代 〇

現金（外貨証券含む）との換金 × 消費喚起につながらないため

健康診断 △ 保険適用の場合は対象外

ゴルフのプレイ料金 ○ ゴルフ場利用税は対象外

コンタクトレンズの購入代 ○ 保険適用は対象外

会社の経費にあたるもの × 事業活動に伴って使用する原材料費等

自転車の防犯登録代 × 消費喚起につながらないため

自動車教習所の教習料金 ○

自動車の購入費 ○

自動車の修理代 ○

車検代(部品代、工賃のみ) △ 税は対象外

収納代行 × 消費喚起につながらないため

住民票の発行手数料 × 地方公共団体への支払いのため
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出資の支払い × 消費喚起につながらないため

乗車券(新幹線や特急券) × 換金性が高いため

商品券 × 換金性が高いため

浄化槽の点検料 〇

上下水道料金 ○ 2・3月の領収印のあるもの。市外の事業所も可

書籍の購入 ○

処方箋に基づく薬代 × 法令等で対象にできないため

スポーツジムの利用料 〇 地方公共団体への支払いは除く

スマホの購入代(機種変更含む) 〇 本体のみ対象。プラン購入や通信料は対象外

新聞代 ○

水道料金 ○ 2・3月の領収印のあるもの。市外の事業所も可

税金の支払い × 消費喚起につながらないため

清酒券 × 換金性が高いため

造園の工事代 ○

粗大ごみの処理手数料 × 地方公共団体への支払いのため

宝くじ × 換金性が高いため

タクシー代 ○ 市内業者のみ

たばこ代 × 法令等で対象にできないため

地方公共団体への支払い × 消費喚起につながらないため

駐車場・駐輪場の利用料 ○ 1か月以上の月極契約は対象外

通信料（スマホ、インターネット料金など） × 消費喚起につながらないため

定期券 × 換金性が高いため

電気代 ○ 2・3月の領収印のあるもの。市外の事業所も可

電子マネーへのチャージ × 換金性が高いため

電話代（携帯電話を含む） × 消費喚起につながらないため

動物病院のカット・トリミングなどの代金 〇

灯油代 ○

図書券 × 換金性が高いため

土地購入費 × 資産性が高いため

習い事の受講料 ○ ダンス、習字、学習塾 等

入浴施設(銭湯、温泉施設等)の利用料 ○ 入湯税は除く

人間ドック受診料 ○ 保険適用の検診は対象外

日用品(洗顔料、トイレットペーパー等)の購入 〇

ネイルサロンの利用料 〇

バイクの購入・修理代 ○
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はがき代 △ 官製はがきは対象外

はり治療代 △ 保険適用の施術は対象外

ビール共通券 × 換金性が高いため

美容室の理髪、パーマ代 ○

風俗営業店舗等への支払い × 風営法第２条に該当するため

福祉施設の利用料 × 消費喚起につながらないため

不動産の購入 × 資産性が高いため

振込証明書 × 記載事項が不足しているため

ペット保険料 × 消費喚起につながらないため

保険契約 × 法令等で対象にできないため

保険診療の治療費 × 法令等で対象にできないため

仏具の購入 〇

引っ越し代 〇 市外事業者は対象外

ホテル・旅館等の宿泊料 ○

眼鏡の購入費、修理代 ○

マッサージ(健康、肩こり、腰痛等)代 △ 保険適用の施術は対象外

家賃の支払い × 消費喚起につながらないため

有価証券 × 換金性が高いため

予防接種代 ○ インフルエンザワクチン、他感染症等

リフォーム工事費 ○

旅行券 × 換金性が高いため

レンタカーの利用料 ○
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